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「北海道障がい者条例」
の主な施策の柱は３つあります。

１ 障がいのある方の暮らしやすい「地域づく
り」を進めます。
地域で暮らす障がいのある方の困りごとを
しっかりと受けとめ、ニーズに沿った支援
につなげるための地域における支援体制づ
くりなどを進めようとする市町村の取組み
を支援するため、「地域づくりガイドライ
ン」があります。
また、専門的な立場から助言などを行う
「地域づくりコーディネーター」が障がい
福祉計画の21の圏域ごとに配置されてい
ます。

 ２ 地域で生き生きと暮らせるよう働く障がい
者を応援します。
地域で働くことに挑戦しようとする障がい
者やその障がい者を支える企業、サービス
事業所などを応援するため、「新・北海道
働く障がい者応援プラン」に基づく様々な
取り組みが進められます。

 ３ 障がいのある方の虐待や差別等をなくし、
権利擁護を進めます
「地域づくり委員会」を14圏域ごとに設
置し、障がいのあることを理由とした虐待
や差別、市町村だけでは解決の困難である
様々な暮らしづらさについて、中立公平な
立場から関係者との話し合いや必要があれ
ば立入調査、改善指導などを行うことによ
り、これらの解消に努めます。

　この条例は、地域づくり、就労、権利擁護と

いう大きな３つの柱で構成されていますが、こ

の条例で何が変わるのかという方もいます。し

かし、これまでに障がい者の人権を守る盾はほ

とんど何もなかったと言ってよいほどでしたか

ら、この条例は第一歩です。しかしながら、現

状として残念ですが多くの道民に知られていま

せん。ですから、私たちはこの条例を、まず多

くの方に知らせていくことが大切です。併せて

自分たちを守るための道具として使いこなして

いくことがとても大切であると考えています。

　さらに国の

「障がい者制

度改革推進会

議」でも「障

がい者権利条

約」について

の議論が始め

られています

し、今後国の

取り組みが大

きく変わるこ

とは間違いないと思われますが、国の取り組み

ができ上がるまで地域の障がい者は待っていら

れない実情もあります。その地域の声を生かし

た条例にしていくということが必要ではないか

と思います。

北海道障がい者条例のホームページは、

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jyour

eitop.htm

【文責　理事　我妻　武】

　北海道に暮らす障害のある人たちが安心して暮らせる地域づくりを目指し、障がい者の権利

擁護（差別や虐待をなくすこと）と、暮らしやすい地域づくりを推進するための条例で、この

４月１日に本格施行されました。この条例の最大の特徴は、申し立てされた権利侵害に対して

事実関係を調査し、その上で知事が勧告、改善されない悪質な場合は事業所・個人の名前を含

めて勧告内容を公表するというところにあります。こうした「事実上の罰則付きでは全国初の

条例」になります。

　条例の正式名称は「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が

暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」（略称：北海道障がい者条例）。

【北海道障がい者条例が本年４月から全面施行】
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◆条例に基づく取り組みを進めるため、次のような体制を整備します。

地域づくりコーディネーター

調整委員会

１４圏域に設置
道の総合振興局
（振興局）
社会福祉課が事務局

条例の「地域
づくりガイド
ライン」に基
づき市町村が
実施
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道の総合振興局
（振興局）
社会福祉課が事務局
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密接な連携密接な連携
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　たねやでは、2010年の１月から軽作業の他に、

清掃委託事業・その他委託事業(ソーラーパネル

づくり)を行っております。前回号に引き続き連

載形式で各事業の報告をしたいと思います。

　見た目にもとても薄くて、ちょっと力をかける

と割れてしまうセルに、クリームを塗ってリボン

をつける作業をしました。ハンダごてでリボンつ

けるのですが、初めはどのくらいの熱量でリボン

がつくのかわかず、ビクビクしながら、やってい

てうまくリボンがつかず大変でした。ハンダごて

を当てているときに感じるけむりで気持ちが悪く

なることもありましたが、「回数を重ねる毎に自

分なりにやり方を見つけて自分でもできる！ 」

自信がもてようになってきました。今回の仕事で

学んだことは「一つのことに集中すること諦めず

にやっていくこと」だと気づきました。

　落としにくい汚れを、落としたり大変でした。

だんだん汚れやカビがとれてきて、こすりやすく

なってきました。最初は、やっているときに汗が

出てきます。これを、ふまえて焦らず協力して

やって行きたいです。多少は落ちにくさもあるけ

ど、焦らずにしたい。掃除は、トイレ掃除をして

います。トイレ掃除のときにゴミ１つも残さない

ところが大変です。

　みなさん、初めまして＆お久しぶりです

（笑）木原悟志です!「恥ずかしながら帰っ

て参りました」（横井庄一じゃね～よ！！（汗））

ライフを４年前に一度辞めて、某社会福祉法

人に今年の４月迄お世話になっていました。

前にいた施設では利用者が自分たちで活動す

る。法人内での当事者会を３年前に立ち上げ

利用者同士の交流や人権セミナーなどの障が

い者運動などに参加をして施設利用者に障が

い者運動への参加を呼びかけたりをしていま

した。できるだけ利用者のわがままにならな

いように気をつけながら活動をしていました

が当事者同士の意見の食い違いや資金面の確

保の困難さから昨年の１月から活動を休止し

ました。４月現在も活動は休止しています。

自ら当事者会を立ち上げてわかったことは、

障がい者同士で色んな活動をしていく中で当

事者同士の意見のぶつかり合いでお互いの障

がいを理解し意見をまとめることの難しさを

感じました。一人の当事者の意見を全員の共

通認識にするため話し合うことの大切さを知

り、これからの障がい者活動に生かして行き

たいです。今回、当事者会の活動をすること

で自分の力のなさを知りました。僕はこの言

葉が大嫌いですが「健常者」(施設のスタッ

フ)の必要性を感じました。５月からたねや

に入って知っているメンバーがいてかなり安

心しました。知らないメンバーも温かく迎え

てくれてうれしかったです。みなさんこれか

らたねやとライフのために誠心誠意働いてい

きますので、よろしくお願いします。最後に

僕を戻して頂いたライフの理事のみなさん、

石澤さんに心から感謝いたします。

関　隆広

山野　園美

木原 悟志



- 　 -5

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年5月10日HSK通巻458号

　たねやでは、2010年の１月から軽作業の他に、

清掃委託事業・その他委託事業(ソーラーパネル

づくり)を行っております。前回号に引き続き連

載形式で各事業の報告をしたいと思います。

　見た目にもとても薄くて、ちょっと力をかける

と割れてしまうセルに、クリームを塗ってリボン

をつける作業をしました。ハンダごてでリボンつ

けるのですが、初めはどのくらいの熱量でリボン

がつくのかわかず、ビクビクしながら、やってい

てうまくリボンがつかず大変でした。ハンダごて

を当てているときに感じるけむりで気持ちが悪く

なることもありましたが、「回数を重ねる毎に自

分なりにやり方を見つけて自分でもできる！ 」

自信がもてようになってきました。今回の仕事で

学んだことは「一つのことに集中すること諦めず

にやっていくこと」だと気づきました。

　落としにくい汚れを、落としたり大変でした。

だんだん汚れやカビがとれてきて、こすりやすく

なってきました。最初は、やっているときに汗が

出てきます。これを、ふまえて焦らず協力して

やって行きたいです。多少は落ちにくさもあるけ

ど、焦らずにしたい。掃除は、トイレ掃除をして

います。トイレ掃除のときにゴミ１つも残さない

ところが大変です。

　みなさん、初めまして＆お久しぶりです

（笑）木原悟志です!「恥ずかしながら帰っ

て参りました」（横井庄一じゃね～よ！！（汗））

ライフを４年前に一度辞めて、某社会福祉法

人に今年の４月迄お世話になっていました。

前にいた施設では利用者が自分たちで活動す

る。法人内での当事者会を３年前に立ち上げ

利用者同士の交流や人権セミナーなどの障が

い者運動などに参加をして施設利用者に障が

い者運動への参加を呼びかけたりをしていま

した。できるだけ利用者のわがままにならな

いように気をつけながら活動をしていました

が当事者同士の意見の食い違いや資金面の確

保の困難さから昨年の１月から活動を休止し

ました。４月現在も活動は休止しています。

自ら当事者会を立ち上げてわかったことは、

障がい者同士で色んな活動をしていく中で当

事者同士の意見のぶつかり合いでお互いの障

がいを理解し意見をまとめることの難しさを

感じました。一人の当事者の意見を全員の共

通認識にするため話し合うことの大切さを知

り、これからの障がい者活動に生かして行き

たいです。今回、当事者会の活動をすること

で自分の力のなさを知りました。僕はこの言

葉が大嫌いですが「健常者」(施設のスタッ

フ)の必要性を感じました。５月からたねや

に入って知っているメンバーがいてかなり安

心しました。知らないメンバーも温かく迎え

てくれてうれしかったです。みなさんこれか

らたねやとライフのために誠心誠意働いてい

きますので、よろしくお願いします。最後に

僕を戻して頂いたライフの理事のみなさん、

石澤さんに心から感謝いたします。

関　隆広

山野　園美

木原 悟志

 
 



- 　 -6

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年5月10日HSK通巻458号



- 　 -7

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年5月10日HSK通巻458号



- 　 -8

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年5月10日HSK通巻458号

 

 

  



- 　 -9

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年5月10日HSK通巻458号

 

 

  



- 　 -10

●お問合せ先
　札幌市保健福祉局障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎３Ｆ
TEL 011-211-2936  FAX 011-218-5181

E-ｍail:shogai.hp@city.sapporo.jp

　障がい者交通費助成制度については、１年以上の時間を重ねて議論し、障がい種別による助成内容の
格差を改善するとともに、利便性の向上を図るという観点から、見直しの検討を進めてまいりました。
以下のとおり、平成22年4月1日より制度を変更しますのでお知らせいたします。

※身体５～６級・知的Ｂ－及び介護人の方は、各交通事業者が実施している割引をご利用ください。
※身体５～６級・知的Ｂ－で、地下鉄を利用する小学生以下の方は、「こども用福祉割引ウィズユーカード」を区
役所において半額で購入（年間48枚上限）できますが、それ以外の方は区役所でウィズユーカードの購入ができ
ません。

※戦傷病者手帳、いつくしみの手帳、被爆者健康手帳（原爆被爆者に対する援護に関する法律に規定する手当の受
給者）をお持ちの方への助成は、現行制度同様、身体・知的障害者と同じ基準で変更となります。

程　度 助成内容（以下から1つを選択・金額はいずれも上限）
身体１～２級
知的Ａ
精神１～２級

福祉乗車証 タクシー券
（39,000円）

ガソリン券
（30,000円）

ウィズユーカード タクシー券
（13,000円）

ガソリン券
（10,000円）

身体３～４級
知的Ｂ
精神３級

重　度

種　別

中　度

札幌市障がい者交通費助成制度について（札幌市の案内から）

従来と同様で、市内において、地下鉄、市電、ＪＲバス、中央バス、じょうてつバス、夕鉄バスを無料で
乗車できます。

福祉乗車証

タクシー券を利用する時は、必ず運転手に手帳を提示してください。
紛失や盗難の場合は再発行はできません。

重　度
中　度

78枚
26枚

65枚
22枚

52枚
18枚

39枚
13枚

26枚
９枚

13枚
５枚

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

基本料金の助成券から、1枚500円の定額券に変更となり、1回の乗車につき複数枚の利用が可能となりま
す。（つり銭は出ません）
中度の方も選択（年間13,000円相当）することができるようになります。
下表のとおり、申請月に応じて交付枚数が減少します。

タクシー券

従来と同様、1枚1,000円の定額券で、1回の給油につき複数枚の利用が可能です。（つり銭は出ません）
中度の方も選択（年間10,000円相当）することができるようになります。
下表のとおり、申請月に応じて交付枚数が減少します。

給油できる車は1台のみで、申請時に登録していただきます。（営業用の車は除く）
紛失や盗難の場合は再発行はできません。

重　度
中　度

30枚
10枚

25枚
９枚

20枚
７枚

15枚
５枚

10枚
４枚

5枚
２枚

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

ガソリン券

身体障がい３～４級及び知的障がいＢの方には、福祉割引ウィズユーカードを交付（年間48枚上限）します
が、交付回数はひと月に1回で年4回までとし、1回当たり12枚が上限となります。（使用済みカードと同枚
数を交付）
精神障がい３級の方には、共通ウィズユーカード（年間48,000円上限）を交付しますが、交付回数はひと月に
1回で年2回までとし、1回当たり24,000円分が上限となります。（使用済みカードと同枚数を交付）
身体障がい３～４級及び知的障がいＢで、地下鉄を利用する小学生以下の方には、福祉割引ウィズユーカー
ド（青色）を交付します。

ウィズユーカード
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　ここでは、理事会で議論や報告されたことな

どをお知らせいたします。

　報告をしようと考えたのは、この間｢アドボ

ケイト｣が休刊していたので、ライフの近況を

皆さんにお知らせする必要があると考えたから

です。さらにライフの総会も近いので、あらた

めて最近の活動について知っていただきたいと

思い、このコーナーを設けました。

　【理事会報告】
　理事会は、去る4月9日（金）にライフの傍楽

亭で行なわれました。

 今回の理事会では人事と組織体制についての

報告が中心となりました。

 深澤理事長の挨拶では「仕事に自覚を持って、

経営の安定を図り、さらにＢ型事業所の工賃

アップを目指す」といったことを話されまし

た。

　その後、印刷を行なっている「もじや」につ

いて事業の状況確認と検証を行い、事業を継続

して行なうことと、併せて新所長を充てること

が報告されました。関連して退職者に伴う新規

採用と人事異動についても報告されました。

　その他の報告としては、ライフがスタート当

初から「就労と住居」を大きな目標として掲げ

てきましたが、住宅についても本格的な議論を

進めて具体化していくことが確認され、さらに

2009年度の収支概算報告を行い、最終的な精

査を行なった上で監査を経て総会にかけること

で了承されました。

　最後に2010年の事業計画案が提案され、具

体的な部分は事務局が詰めていくことで了承さ

れました。

　【理事会決算】
　5月10日（月）にライフの傍楽亭で決算理事会

を開催し、2009年度決算報告について理事会

で確認し、監査を経て、総会にかけることが了

承されました。

　以上が最近の理事会の概略です。

毎回報告というわけにはいきませんが、また紙

面でお知らせしたいと思っています。

　ライフ協働委員会（事務局会議）は、理事会

での議論や決定されたことを受けて、具体的な

事業の詰めなどを行うところです。

　分かりやすくいうと、ライフ内の各事業所の

運営が少しでもスムーズに進むようにする役割

（事務局）といったところでしょうか。

　昨年夏に発足し、週1回の会議で状況の確認

と行動を行っています。

　この時期は総会に向けての準備が主となりま

すが、100名を超える事業体の運営を考えると

なると大変重要な役割を担っている心臓部とも

言えます。

　さらに今年はライフがNPO法人化をして10

周年となることから、様々な記念行事を計画し

ているとことです。確認しましたら、随時紙面

でご紹介したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

　法人化10年を契機に、今後は雇用契約を結

び賃金を一人でも多く支払うことができるよう

にすること。さらにそうした雇用契約が馴染ま

ない方には、少しでも工賃がアップできるよう

な仕事を工夫していくこと等や、障がい者だけ

ではなく社会的に様々な困難を抱える人たちと

一緒に働くことを目標にした「社会的事業所」

を目指すこと等を議論して方向性を出しつつあ

ります。こうした社会的事業所はすでにイタリ

アで実践されていますが、営利企業や行政で取

り組めない、馴染まないことを社会的な困難を

抱えた人たちが一緒に働くことを通じて克服し

ていこうという

ことです。

　ライフも障が

い者だけの事業

体から社会的事

業を目指す時期

に来ていると考

えています。

　また、こうし

た社会的事業所運動に取り組んでいる全国的な

組織の共同連とも連携を取りながら北海道にお

いて実践をしていけるように考えていきたいと

思っています。

【文責　理事　我妻　武】

ライフ協働委員会（事務局会議）ライフ協働委員会（事務局会議）ライフ理事会動向ライフ理事会動向
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ご協力ありがとうございます

光増　昌久 様

賛同会費 アドボケ購読料

星野　輝明 様

児島　義道 様 西川　捨克 様

星野　輝明 様

谷津　純子 様
下田　昭三 様

渡辺　　弘 様
山本　哲生 様

野村　俊幸 様

光増　昌久 様
岩崎　吉保 様
イオリ介護サービス  池辺　達善 様

渡辺　　弘 様

寄 付 金

　　アドボケイト　皐月号（第114号）
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2010年５月10日発行（毎月10日発行）通巻第458号

〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３-５マンションモモ１Ｆ

編集人/ＮＰＯ法人札幌・障害者活動支援センターライフ
事務局長　我妻　武

TEL 011-614-1873　FAX 011-613-9323

発行人/北海道身体障害者団体定期刊行物協会
細川　久美子

〒063-0868 札幌市西区八軒８条東５丁目４-18

Ｅ-mail　npolife@beach.ocn.ne.jp
ホームページ  http://npolife.net/
郵便振替口座  02710-4-63485

書籍紹介「ほな、たたかいまひょか」西岡務ものがたり

・発行　障害者問題資料センターりぼん社
・定価　本体1400円＋税

編集後記
　なかなか暖かくなりませんでしたが、やっと春ら
しくなってきました。北国の春は本当に慌ただしく
やってきます。梅や桜、こぶしといった順番など関
係なく、さながら競い合うように咲き始めます。で
も、そんな少し忙しい春が私は好きです。今年はど
んな１年になるのだろうと考えながらまちを歩いた
り、人を見ながら歩くのが好きです。さて、石澤編
集長から引き継いで編集長という大役を任されまし
た。前号は編集スタッフの知恵を借りながら何とか
仕上げましが、次々追われています。ライフのこと
が、少しでも皆さんに伝われば幸いです。（たけ）

身体･知的障がい者　

通所交通費助成について

身体障がい３～６級
知的障がいB･Bー

対　象

ご不明の点がございましたら、各役所の保健福祉課
　　もしくは、札幌市保健福祉局障がい福祉課まで。

札幌市保健福祉局障がい福祉課
　〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目

・１ヶ月につき10日を超える通所日数に対して、１月
単位で助成。
・助成額は通所施設までの往復運賃の半額(交通業者に
よる運賃引後の料金の半額)
・知的障がいＢの方のうち、ウィズユーカードの利用
が困難なために定期券で通所する方に対しては、上
記の助成金に１月あたり4000円を加算。ただしこの
加算を受ける場合はその年度内は障がい者交通費助
成を受けることはできません。その逆も同様です。

内　容

入
金
確
認
後
に
利
用
者
さ
ん

へ
お
支
払
い
し
ま
す

毎
月
の
利
用
日
数
を
対
象
利

用
者
が
あ
か
り
家
に
報
告

ラ
イ
フ
が
札
幌
市
に
申
請

札
幌
市
よ
り
ラ
イ
フ
に
助
成

金
が
振
り
込
ま
れ
る

市町村税非課税世帯の方について平成22年４月より障害福
祉サービスに係る利用者負担上限月額が０円となります。

障害福祉サービスに係る
負担上限月額の引き下げについて

お
知
ら
せ

身体･知的障がい者　

通所交通費助成について
身体･知的障がい者　

通所交通費助成について

　４月より障がい者交通費助成制度について、制度が一部
変更になりました。それに伴い、定期的に通所する身体･
知的障がいのある方に交通費の一部が助成されることにな
りました。

　この本の主人公である西岡務さんを私は忘れていた。しかし、本を読んでから会っていたこ
とを思い出した。私の友人を介して会っていたことを思い出したのだ。しかし、挨拶程度だっ
たことを思うと、もっといろいろ話を聞けたら良かったと、この本を読んで非常に後悔し、残
念に思った。ひょうひょうとしながら、それでいてしっかりと根を張った
障がい者解放運動をされていた方だったのだと知ったからだ。それは本の
タイトルにもなってる「ほな、たたかいまひょか」に言い表されている。
非常に人間くさく、誰にでも好かれる方だったようだが、同時に障がい者
解放運動の基本的で大事なことは譲らない芯の強さも感じた。一方、人間
としての弱さも描かれていて、非常に魅力的な人だと知った。ライフでは
労働を通じた障がい者の社会参加をめざしているので、これはライフのバ
イブルにもなるのではないか。西岡さんの口ぐせが「このままやったらあ
かん、何とかしなあかんな」と「何かおもろいことないか？おもろい闘い
したいな」だったそうだ。ライフにも当てはまりそうな言葉である。何と
かしないと。そのために面白い障害者解放運動をやりたいですね。（たけ）
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